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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　産業廃棄物と該産業廃棄物に対し１０重量％（乾体基準）以上のセメントを混合した後
、この混合物を転動造粒機に供給して転動造粒し、転動により得られる成形物が所望とす
る固形物粒径に達した時点で、転動造粒機中にセメントを供給しつつ造粒を行うことを特
徴とする粗骨材の造粒方法。
【請求項２】
　固形物を形成する、産業廃棄物と混合するセメントの量が１０重量％～３０重量％（乾
体基準）であることを特徴とする請求項１に記載の粗骨材の造粒方法。
【請求項３】
　産業廃棄物の粒径が２．５ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の粗骨材の
造粒方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、各種産業より発生する産業廃棄物を主原料としてなる粗骨材及びその製造方
法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、鋳物工場より発生する廃棄鋳物砂、砕石場、砕砂場より発生する水洗沈殿微粉、
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廃コンクリート破砕工場にて発生する微細粉、下水汚泥、焼却残灰等（以下、産業廃棄物
と称する）は、発生源による発生量や粒度に偏りがあること、或いは有害物質が含まれて
いる場合もあり、再生資源としての使途は必ずしも満足できる状況にはない。加えて、該
産業廃棄物の形状が粉体やスラリーの場合には、取扱いや輸送が煩雑で、埋め立て等の処
理に供される場合にも多大の物流費用や環境汚染対策コストも必要であり、資源の再利用
、処理コスト低減の面からも新しい用途、処理方法の開発が望まれている。
【０００３】
　産業廃棄物の処理方法として従来よりセメントを結合剤として混合・成型し、生コンク
リートの代理骨材（粗骨材と称する）等として利用する方法は知られているが、該方法に
より得られた粗骨材は砕石材に比較し機械的強度が著しく低く、また、産業廃棄物中に重
金属やダイオキシン等の有害物質を含有する場合には、骨材として使用した場合、経時変
化により骨材中より有害物質が溶出する可能性もあり、必ずしも広く採用されていない。
【０００４】
　有害物質含有産業廃棄物の処理方法としては、重金属含有廃棄物にセメントを添加し、
混練、成形または造粒し、乾燥処理して固形化した後、その表面を転動成形や流動成形等
の成形方法を用いセメント層で被覆する、所謂、廃棄物をセメントで固化した固形物表面
をセメント層で被覆し二層構造とした廃棄物の固形化方法が教示されている（例えば、特
許文献１参照。）。
　かかる方法は有害物質の溶出防止の点から優れた方法ではあるが、該方法により得られ
た粗骨材は理由は詳らかではないが外層の機械的強度が十分でない場合もあり、外層に亀
裂が入ったり、中心層の固形化物を境いとして外層のセメントが剥離、脱落するとの欠点
を有する。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００１－３８３２１号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　かかる事情下に鑑み本発明者は廉価で圧壊強度や落下強度等の機械的強度に優れた粗骨
材を提供すべく鋭意検討した結果、骨材の中心部を原料としての産業廃棄物と該廃棄物に
対して１０重量％（乾体基準）～３０重量％のセメントを混合した後、成形し、次いで得
られた成形物表面にセメント濃度が該表面に対し、該成形物中に含有されるセメント濃度
から順次高濃度となるように外層を被覆形成することにより、上記目的を達成することを
見出し、本発明を完成するに至った。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、本発明の第一は、産業廃棄物と該産業廃棄物に対し１０重量％（乾体基準）
以上のセメントを混合した後、この混合物を転動造粒機に供給して転動造粒し、転動によ
り得られる成形物が所望とする固形物粒径に達した時点で、転動造粒機中にセメントを供
給しつつ造粒を行うことを特徴とする粗骨材の造粒方法を提供するものである。
【０００８】
　本発明の第二は、固形物を形成する、産業廃棄物と混合するセメントの量が１０重量％
～３０重量％（乾体基準）であることを特徴とする本発明の第一に記載の粗骨材の造粒方
法を提供するものである。
【０００９】
　本発明の第三は、産業廃棄物の粒径が２．５ｍｍ以下であることを特徴とする本発明の
第一に記載の粗骨材の造粒方法を提供するものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　以下に本発明を詳細に説明する。本発明に適用される産業廃棄物とは、鋳物工場より発
生する廃棄鋳物砂、砕石場・砕砂場より発生する水洗沈殿微粉、廃コンクリート破砕工場
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にて発生する微細粉、下水汚泥、焼却炉から発生する焼却残灰等が挙げられる。産業廃棄
物は該廃棄物中に有害物質を有するものや有しないものがあるが、これらは目的とする粗
骨材の用途、処理方法により使いわければよい。
【００１１】
　本発明においては、製品粗骨材の空隙率の減少と破壊荷重の向上を図るため処理原料で
ある産業廃棄物は、その形状が大きい場合には予め粉砕機等で処理した後、篩別処理を行
い約２．５ｍｍ以下、好ましくは１．２ｍｍ以下の篩い通過物として使用することが推奨
される。これらの粒度分布は特に制限されないがアンドリーゼン（Ａｎｄｒｅａｓｅｎ）
の粒度分布曲線に則して粒度分布を調整する場合には細密充填が可能である。
【００１２】
　本発明の実施に際しては先ず産業廃棄物とセメントを混合し、成形し、固形化物を形成
する。産業廃棄物に対するセメントの量は約１０重量％以上、通常約１０重量％～約３０
重量％（乾体基準）の範囲で使用される。セメントの使用量は固化する産業廃棄物の種類
、粒度等により異なり一義的ではないので、簡単な予備実験により使用量を決定すればよ
く、水和、固化、乾燥後の成形体破壊荷重が約５０ｋｇｆ／個以上あればよい。
【００１３】
　本発明に使用するセメントの種類は特に制限されるものではなく、例えば、ポルトラン
ドセメント、高炉セメント、フライアッシュセメント、シリカセメント、膨張セメント、
アルミナセメント等が適用可能であるが、通常ポルトランドセメントが廉価、かつ入手容
易な点より推奨される。
　本発明において、セメントは硬化剤として用いるもので、必要に応じて他の公知の硬化
剤、例えば無機系固定化剤、有機系固定化剤等、更には補助結合剤としてのエマルジョン
や混和剤等の併用を妨げるものではない。
【００１４】
　本発明において、セメントと混合し、成形、固化する産業廃棄物は、通常、先に例示し
たような廃コンクリート破砕工場にて発生する微細粉や廃棄鋳物砂、砕石場、砕砂場より
発生する水洗沈殿微粉等が利用対象であるが、産業廃棄物のみに制限されるものではなく
、これに砂礫等の自然鉱物や人造軽量骨材等を混合して処理することを妨げるものではな
い。これらの混合割合は処理コスト、得られる粗骨材の性状により一義的ではなく、その
目的により決定すればよい。
【００１５】
　混合機で混合した産業廃棄物とセメントは次いで成形機で粒状に成形される。成形に使
用される成形機は成形される形状が粒状であればよく、球状、卵形状、俵状、ドラム形状
等特に制限されるものではない。使用する造粒機も特に制限されないが、通常、パン型造
粒機、ドラム型造粒機等の転動造粒機や流動成形機が挙げられ、就中、取り扱いの容易性
から転動造粒機の使用が推奨される。
【００１６】
　成形は目的とする粗骨材の使途により一義的ではないが、転動造粒機を用いる場合にあ
っては、混合物を回転する造粒機に供給し水を噴霧しつつ混合物を転動して約５ｍｍφ～
約４０ｍｍφ、普通には約１０ｍｍφ～約２５ｍｍφ迄、粒子を成長させればよい。水の
噴霧量は使用する混合物の種類、混合物を構成する廃棄物の種類、粒度、セメントの量に
より一義的ではなく、得られる成形物が適度な強度を有し、且つ転動造粒機内に余分な水
が存在しない作業性のよい量であればよく、これらは予備実験により簡単に決定し得る。
成形に際し、水に成形を促進する公知の結合剤を併用することは勿論可能である。
【００１７】
　所望の形状まで成長した成形物、或いは所望の形状に成形された成形物は、そのまま、
或いは水和処理等の固化処理を行った後、該成形体の表面に、該成形体中に含有されるセ
メント濃度から順次高濃度になるように産業廃棄物とセメントからなる混合物を被覆し外
層を形成する。転動造粒機を用いる場合には、所望の粒径に成長した成形体上、或いは成
形体の近傍に新たなセメントを連続添加することにより容易に核となる成形体の表面から
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外層表面に向かってセメント濃度が順次高く構成された外層を有する成形物を得ることが
可能である。
【００１８】
　成形物の表面に形成する被覆層（外層）の厚みは特に制限されないが、通常約０．５ｍ
ｍ～約５ｍｍ、好ましくは約１ｍｍ～約３ｍｍである。かかる厚みの外層を濃度傾斜を持
って構成することにより機械的強度に優れた粗骨材を供給することができる。
【００１９】
　このようにして形成された成形物表面に順次セメント濃度が高くなるように構成された
外層を有する成形体は次いで硬化処理、必要に応じて乾燥処理を行い粗骨材を構成する。
該成形体の硬化処理方法は特に制限されるものではなく公知の方法に準じて実施すればよ
く、例えば密閉容器中に投入しシートを被せて水熱処理を行う、或はオートクレーブ中で
加温、加圧処理する方法、水中に浸漬し硬化する方法等が挙げられる。硬化後の粗骨材は
特に制限されないが、そのまま、或は乾燥して粗骨材として提供すればよい。
　このようにして得られた粗骨材の用途としては土木、建設、園芸等に適用される粗骨材
が挙げられる。
【００２０】
　以下、本発明の粗骨材の製造方法を図面を用いて説明する。本発明に置いて図－１は本
発明の産業廃棄物を原料として用い粗骨材を製造する全体工程のフローチャートである。
図－２は転動造粒機を用いた粗骨材の製造方法を示す概略図であり、図－３は本発明によ
り得られた粗骨材の断面を示す模式図である。
【００２１】
　図－１において１はセメント貯蔵槽、２～６は各種産業廃棄物貯蔵槽、７は混合機、８
は混練機、９は転動造粒機、１０は粗骨材の硬化養生槽を示す。本発明の粗骨材の製造に
際し、先ず７の混合機に、原料としてセメント貯蔵槽１よりセメント、各種産業廃棄物貯
蔵槽２～６より各種産業廃棄物が所定量供給される。産業廃棄物は物により固有の粒度を
持っている場合が多いので、その特性を把握することにより粉砕等の処理を少なくして強
度的に優れた細密粒度分布を構成し得る配合とすることが可能である。７の混合機に供給
された各種産業廃棄物とセメントは十分均質となるように混合した後、必要に応じて８の
混練機で混練した後、９の転動造粒機に供給する。混練機での混練操作は廃棄物の比重差
が大きく単に混合したのみでは９の転動造粒機中で原料が非均質になることの防止目的で
あり、かかる現象の少ない原料配合の場合には必ずしも必須工程ではない。
【００２２】
　９の転動造粒機に供給された原料は水を噴霧されることにより粒状化され、この粒状物
が核となって粒子成長して所望とする約５ｍｍ～約４０ｍｍφ、好ましくは約１０ｍｍφ
～約２５ｍｍφの粒子径の成形体へと転動成長する。造粒は過剰水分等で転動造粒機の底
や側面に付着した団塊はスクレパーにて分塊しながら転動造粒機の傾斜角度、回転数、混
合原料の供給量などを調整すればよい。
【００２３】
　転動造粒機９において成形体が所望の粒子径に成長した段階で、本発明の粗骨材の製造
方法においては、該成形体上、或は該成形体の近傍に新たなセメントを供給し、該成形体
表面に該成形体中に含有されるセメント濃度よりも高濃度のセメントを含有する廃棄物を
被覆せしめる。該成形体上に形成される該被覆層はセメントを連続供給することにより図
－３に示す如く順次外層表面に向かいセメント濃度が高い層を形成することが可能である
。転動造粒機９におけるセメントの添加量は外層の厚み、所望とする外層のセメント濃度
等により一義的ではないが、製品としての粗骨材の機械的強度を改善する目的を達成する
点から、最終粗骨材の重量比で５％以上、好ましくは約１０％以上が推奨される。転動造
粒機９における添加セメント量は実験結果より判断すると、強度面からは原料廃棄物の平
均粒径が大きいほど多くする事が好ましい。
【００２４】
　成形物表面に所望の外層を被覆した粗骨材は次いで硬化処理を行う。硬化処理は当該分
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の養生硬化、成形物に散水しシートで覆い養生する方法、水中浸漬方法等の何れを用いて
もよい。養生処理（硬化処理）時間は養生物の大きさや養生方法等により一義的ではない
が、約５０ｍｍ以下の成形物を水中で養生するのであれば、通常２４時間以上、好ましく
は４８時間以上処理すればよい。養生処理後の粗骨材は必要により乾燥処理され製品とさ
れる。
【００２５】
【実施例】
　以下、本発明を実施例、比較例により更に詳細に説明するが、これら実施例は本発明の
一実施態様であり、かかる実施例により本発明は限定されるものではない。
【００２６】
実施例１
　目開き２．５ｍｍの篩を用いて篩別処理した表－１に示す産業廃棄物（廃棄鋳物砂、コ
ンクリート破砕粉、砕石・砕砂粉、汚泥）４種とセメント（普通ポルトランドセメント）
を、表－１に示す重量割合（乾体基準）でコンクリートミキサーに供給し、回転速度４０
ＲＰＭで３０分間混合した後、図２に示す直径６００ｍｍの皿型造粒器（住友重機械工業
社製、運転条件：傾斜角３６度、回転数３０ｒｐｍ）に投入し、成形し、成形固化物の平
均粒子径が約１３ｍｍφになった時点で、図２に示す如く皿型造粒器中にポルトランドセ
メント（上記で用いたものと同じ）を供給し、固形物の平均粒子径が約１５ｍｍφになっ
た時点で成形物を取出し、２４時間自然養生した後、水中に４８時間浸漬し、水中より取
出し、自然乾燥して粗骨材を得た。
　このようにして得られた粗骨材の機械的強度を測定した。その結果を表－２に示す。尚
、測定方法は以下の方法により行った。尚、結果は同一試験５回の平均を表す。
【００２７】
破壊荷重：試料である粗骨材を上下二枚の鉄板ではさみ、上部鉄板上に５ｋｇｆ単位で荷
重をかけ試料が破壊される時点の載置荷重を測定した。
【００２８】
　耐磨耗強度：内壁に高さ１０ｃｍ（長さは容器と同じ）の鉄板３枚を先端の延長線が容
器の中心で交わるように等間隔に配設した２００リットルの鉄製容器に８０リットルの試
料である粗骨材を入れ、該鉄製容器を１５ＲＰＭにて１０分間回転処理した後、目開き２
．５ｍｍの篩で篩別し、篩上の重量を測定した。
【００２９】
　落下強度：試料である粗骨材を高さ２００ｃｍの位置より鉄板上に落下させ、試料が壊
れる（割れや皮膜の脱落等）までの回数を測定した。
【００３０】
【表－１】

【００３１】
【表－２】
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【００３２】
比較例１
　実施例１において、皿型造粒機でのセメント直接添加を行わなかった以外は同様の方法
で、平均粒子径１５ｍｍφの粗骨材を得た。このものの物性を実施例１と同様の方法で測
定した。その結果を表－３に示す。
【００３３】
【表－３】

【００３４】
比較例２
　実施例１において、セメントを添加する前の平均粒子径１３ｍｍφの固形化物を取出し
、これを４８時間密閉容器中に保持した後、実施例１で用いたと同様の皿型造粒器に供給
し、これにセメントと水を供給しながら固形化物の平均粒子径が約１４ｍｍφになった時
点（約１ｍｍのセメント被覆層を形成）で、造粒器より取り出した後、実施例１と同様の
方法で固化、乾燥を行い粗骨材を得た。このものの物性を実施例１と同様の方法で測定し
た。その結果を表－４に示す。
【００３５】
【表－４】

【００３６】
【発明の効果】
　本発明により得られた粗骨材は、従来法により得られた粗骨材に比較し、落下強度、耐
磨耗強度、破壊荷重等の機械的強度に優れ、成形体表面にセメント層を有する場合でも、
該セメント層に亀裂や剥離、脱落が著しく少ないことより、有害物質を含有する産業廃棄
物処理にも適用可能である。
　このため本発明により得られた粗骨材は土木、園芸、建設資材として要求される各種強
度に対し、均一で安定した優れた数値を提供出来る。従って、従来多大の処分費用をかけ
て処理を余儀なくされていた各種産業廃棄物を、付加価値の高い資源として再利用するこ
とが出来ることより、その産業的価値は頗る大である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の全体工程のフローチャートである。
【図２】ペレタイザーに於ける転動成長過程のペレットへのセメント添加によるセメント
濃度調整の原理図である。
【図３】製品粗骨材の断面詳細図である。
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【符号の説明】
１　セメント貯蔵槽
２～６　各種産業廃棄物貯蔵槽
７　混合機
８　混練機
９　転動造粒機
１０　硬化養生槽

【図１】 【図２】

【図３】
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